
建設発生土の有効利用・適正処理について 
 
U１ 公共建設発生土対策について 

（１）建設発生土対策の基本体系 

・県では、工事発注者の責務として建設発生土の適正処理を推進しています。 
・「発生の抑制」「再利用の促進」「適正処理の徹底」を３本柱に施策を推進しています。 

 
 

【 基 本 項 目 】 【 具 体 的 な 取 組 】

 （ 例 ： 道 路 占 用 工 事 の 発 生 土 の 現 場 埋 戻 し ）

・ 発 生 土 受 入 地 の 状 況 （ 許 容 量 、 受 入 年 次 等 ） の 把 握

・ 全 庁 的 な 執 行 体 制 の 整 備 （ 県 土 整 備 局 建 設 リ サ イ ク

執 行 体 制 の 整 備 ル 施 策 検 討 会 議 ・ 建 設 発 生 土 運 営 会 議 ）

・ 市 町 村 と の 連 携 強 化 （ 県 土 整 備 局 建 設 発 生 土 地 区 連

絡 協 議 会 ）

○ 建 設 発 生 土 受 入 地 の 設 置 、 運 営

適 正 処 理 の 徹 底 ○ 指 定 処 分 の 促 進

○ 適 正 処 理 の 確 認 （ 不 法 投 棄 の 防 止 ）

・ 発 生 土 実 態 デ ー タ の 蓄 積 （ 毎 年 次 の 建 設 発 生 土 処 理

実 態 の 把 握 実 態 調 査 、 条 例 に よ る 処 理 計 画 ・ 埋 立 許 可 ﾃﾞｰﾀ）
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○ １ 現 場 ・ 事 業 内 で の 切 盛 り バ ラ ン ス の 徹 底
発 生 の 抑 制

○ 排 出 量 を 抑 制 す る 工 法 の 検 討 、 普 及

○ 工 事 間 利 用 の 促 進 （ 建 設 発 生 土 利 用 シ ス テ ム の 活 用 、

ス ト ッ ク ヤ ー ド の 検 討 ）

再 利 用 の 促 進 ○ 発 生 土 を 受 入 れ る 事 業 の 検 討 （ 砂 利 、 岩 石 採 取 跡 地

土 地 改 良 事 業 地 等 へ の 搬 出 ）

○ 再 利 用 （ 改 良 土 ） 技 術 の 検 討

 

（参考） 

○建設副産物適正処理推進要綱 
（平成５年１月１２日建設省経建発第３号、建設事務次官通達） 
（平成１４年５月３０日改正国官総第１２２号他） 
要旨：処理する方法、処分先や受入条件を明示するとともに必要な経費を計上する。 
    搬出の抑制及び工事間の利用の促進 

○事業執行における積算等の留意事項について 
（平成４年８月５日建設省厚発第３２１号他、建設大臣官房地方厚生課長他通知） 
要旨：原則として指定処分とする 

○条件明示について 
（平成１４年３月２８日国官技第３６９号、国土交通大臣官房技術調査課長他通知） 
要旨：残土の受入場所、距離、時間等の条件、再利用及び減量化の内容を設計図書に明示する。 

○公共建設工事における「リサイクル原則化ルール」の策定について 
（平成１８年６月１２日国官技第４７号他、大臣官房技術調査課長他通知） 
要旨：発生土は原則として５０ｋｍの範囲の他の建設工事へ搬出、発生土を利用する場合は 

５０ｋｍの範囲の他の建設工事の発生土を利用する。 

資料９ 



（２）公共建設発生土の処理実務 
 

① 処理方法の決定フロー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 不良土（第４種建設発生土や浚渫土砂等）の処理については、脱水処理（天日干

し等）や改良材混合等の土質改良を行い、上記フロー図により処理する。（建設

汚泥は、建設廃棄物として処理する。） 
○ 不良土を指定受入地にて処理する場合、次の処理方法について経済比較を行い、

安価な処理方法を採用する。 
１ 土質改良により通常（第１～３種建設発生土）の指定受入地へ搬入する。 

（ただし、受入地により改良土の受入を行わない場合があるので注意） 
２ 不良土のまま受入が可能な、指定受入地へ搬入する。 

 
 

② 指定処分Ａ 
 
  処理方法   設計又は見積の時点で建設発生土の受入地を指定して処理する 

方法 
 

 受入地の 
 種  類 

 ・土砂を必要とする工事箇所（工事間利用） 
 ・土砂の再利用になる受入地（（公財）神奈川県都市整備技術センタ

ー受入地、砂利・岩石採取跡地、その他公的受入地） 
 ・その他 

 処理料金   受入地ごとに設定した料金 
 運搬距離    ５０㎞を上限とした実距離 

 
 

③ 例外的な処理 
 

指定処分Ａにできない理由がある場合 
 

処理方法 設計または見積の時点で建設発生土の受入地を指定しないで処理する方法 
 

受入地の 
種類 工事請負者に受入地を選定させ、確認届を提出させ、適正を確認した受入地 

 

 処理名称 指定処分Ｂ 確認処分  
摘  要 １工事 1,000 ㎥以上 １工事 1,000 ㎥未満 

運搬距離 

・実態に基づいた距離を計上し、受入地 
が決まった時点で５０㎞の範囲内で 
変更する。 
なお、受入地が複数の場合は、受入地 
ごとに変更する。 

・ただし、受入地が県外の場合は変更 
しない。 

・実態に基づいた距離を計上する。 
・受入地によって距離の変更はしない。

原則指定処分Ａとする 運搬距離５０ｋｍ内で 
工事間流用が可能か？ 

工事間流用 

指定受入地に 
搬入 

指定処分Ｂ 
確認処分 

ＹＥＳ 

ＮＯ 

（指定処分Ａが出来ない場合：技術管理課と協議） 



 

（３）建設発生土積載時等の注意 

 
○ 標準現場説明書による施工条件明示  
 

ア 明示した内容  
契約履行にあたっての留意事項中に以下 2 項目を明示した。 

   ①「(7) 土砂、工事用資材等の積載状態の管理にあたっては、荷積みの高さが

枠を超えない水平積み運動を徹底してください。」 

②「(8)ディーゼル自動車等の使用にあたっては、「神奈川県生活環境の保全等

に関する条例」（平成 9 年 10 月 17 日条例第 35 号）を遵守してください。」 

 
イ 県土整備局工事標準現場説明書（抜粋）  

（平成２６年５月１６日適用）  
 
 
 

  
Ｂ 契約履行にあたっての留意事項  
 

５ 県公共工事における工事用貨物自動車等による過積載の防止等 

   請負者は、工事施工に伴うコンクリート打設、土砂及び工事用資材等を

運搬する大型貨物自動車等の使用にあたっては、交通事故及び交通災害の

防止に努めるとともに、次の事項を守ってください。 

 

(1) 積載重量制限を超過して工事用資材を積み込まず、また積み込ませない

でください。 

(2) 過積載を行っている資材納入業者から資材を購入しないでください。 

(3) 資材等の過積載を防止するため、建設発生土、建設廃棄物の搬出及び工

事用資材等の購入等にあたっては、下請契約における受注者及び資材等納

入業者の利益を不当に害することのないようにしてください。 

(4) 不正改造大型貨物自動車は使用しないでください。 

(5) 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別

措置法」（昭和 42 年８月２日法律第 131 号）を遵守し、同法第 12 条に規

定する交通事故の防止を図るための措置等の事項について取り組んでい

る者の使用の促進に努めてください。 

(6) 下請契約における受注者又は資材納入業者の選定にあたっては、交通安

全に関する配慮に欠ける者又は業務に関し大型貨物自動車等で悪質かつ

重大な事故を発生させた者を排除してください。 

(7) 土砂、工事用資材等の積載状態の管理にあたっては、荷積みの高さが枠

を超えない水平積み運動を徹底してください。 

(8) ディーゼル自動車等の使用にあたっては、「神奈川県生活環境の保全等

に関する条例」（平成９年 10 月 17 日条例第 35 号）を遵守してください。

(9) 以上のことについて下請契約における受注者を指導するとともに、工事

現場に「不正改造大型貨物自動車の排除の徹底」の掲示を行ってください。

 



　次に示す手続きの流れは、公共建設発生土受入地であって（公財）神奈川県都市整備技術

　センターが関与している受入地に、建設発生土を搬出する場合の流れを示したものです。

　

○土木事務所受付窓口にて申請書類（申込書）を受け取ります。

　・「土砂搬入・搬出（変更）申込書」

　・「土砂搬入・搬出（変更）承認書」 　３枚複写になっています。

　・「土砂搬入・搬出整理券(変更)申込書」

　・その他所定の書類

○申込書を作成します。

〇発注者の監督員に申込書（土砂検定結果を含む）の確認を受けます。

○土木事務所受付窓口に申請書類一式を提出します。　

【申請書類】

　　・「土砂搬入・搬出（変更）申込書」等（３枚複写）

　　　※作成した申込書の記載内容について、発注機関の確認が必要です。

　　・「土砂検定調書」（様式１）、様式１に関連した書類

　　　※発注機関が作成します。申請書類として一緒に提出して下さい。

　　・その他所定の書類

（土木事務所にて書類の承認のための審査を行います。）

○土砂搬入・搬出（変更）承認書を受け取ります。

○振込料金の確定後、「振込依頼書」が受付窓口から渡されます。

○「振込依頼書」にて指定金融機関に料金を支払います。

○土木事務所受付窓口にて、「振込証明書（提出用）」を提出後、

　「土砂搬入整理券」が交付されます。

○土砂を搬出し、受入地へ搬入する際、土砂搬入整理券を提出します。

　※土砂搬入整理券は搬入車両にあったものを提出して下さい。

　※工期が変更になった場合、工期変更の手続きを行って下さい。

　※受入地へ搬入する際には、受入地ごとに定められている注意事項を

　　遵守して下さい。

＊　㈱建設資源広域利用センター(UCR)受入地については、上記手続きと基本的な流れは変わり

　　ませんが、申込書の名称、申請書類等に異なる点がありますので、土木(治水)事務所

　　受付窓口にて手続きを確認して下さい。

＊　政令市(川崎市)受入地や他の民間受入地については、それぞれ上記手続きと異なり

　　ますので、発注機関担当者に確認の上、建設発生土の搬出手続きを行って下さい。

申請書類の
受取・作成

（４）「土砂搬入整理券」の申請から交付までの流れについて

申込受付

審査

土砂搬入整理券
の交付

土砂搬出・
受入地へ搬入

料金振込

料金確定

（工事請負業者）

承認書



公共建設発生土の処理に関する注意事項 

  

１ 土砂搬入申込みにあたっての注意事項 

  次の点に注意し、申込みを行うようお願いします。 

  （1）土砂搬入搬出（変更）申込書 

   ・受入地名は、設計書で指定した受入地と一致させる。 

   ・受入単価の適用年度は、設計書の受入単価の適用年度と一致させる。 

   ・発注者の監督員に申込書（土砂検定結果を含む）の確認を受けた上で申込む。 

  （2）土砂検定調書 

   ・最新の土砂検定基準に則した様式を原則利用するが、基準改定の移行措置で旧土砂検定基準を適

用する場合は旧基準の土砂検定調書を利用する。 

  （3）検定試験結果証明書 

   ・溶出量調査、含有量調査等の検査項目が検定試験日の基準に合っているか確認。 

  （4）その他 

・現場条件による検定試験試料の採取方法、検定数等に疑事が生じた場合は、発注者に確認し、

検定のやり直しにならないようにする。 

   ・土砂搬入整理券を即時に求めるケースが多くあるが、発券までには申請書の確認・決裁等、事務

処理に 10日程度を要するため、処理期間を見越した申込みを行う。 
 

２ 土砂の搬入にあたっての注意事項 

  次の点に注意し、受入地へ適正な土砂の搬入を行うようお願いします。 

  （1）搬入が認められた期間の遵守 

   ・土砂搬入整理券に記載された期間を超えて土砂を搬入しない。 

   ・期間を超えて搬出が必要な場合は、変更申請手続きを行う。 

   ・土砂搬入整理券に記載された車種と異なる車で搬入をしない。 

   ・過積載での搬入を行わない。 

  （2）搬入土砂の土の性状 

   ・受入地へ搬入する土砂にＣｏ殻等の廃棄物を混入させない。 

   ・水分を多く含む土砂は、現場で脱水するなど、第３種建設発生土（通常の施工性が確保されるコ

ーン指数 400 以上の粘性土）以上の性状に改善してから受入地に搬入。 

   (3) 受入地との搬出工程調整 

・週間建設発生土搬出計画工程表を必ず送付してください。 

・発生土の搬出工程に大きな変更がある場合は、受入地と調整してください。 
 

３ 土砂搬入整理券の払戻しについて 

   ・未使用の土砂搬入整理券は変更申請手続きを行い、確実に払戻しを行うようお願いします。 

 

 

 

（対象受入地） 

小田原市江ノ浦・厚木市七沢・愛川町田代・中井町雑色・松田町寄・山北町第二川西・ 

山北町第三川西・山北町谷ヶ・相模原市寸沢嵐・横須賀市長坂 



４ 【土砂搬入整理券】の過不足に対する対応について 

下記のとおり再周知いたします。今後、土木事務所受付窓口にて同資料等を発券時に配布していきま

す。なお、昨年度、土砂搬入整理券の過不足する事例がありましたので、あらためて御注意くださるよ

うお願いします。 

 



 

 

 

建設発生土をＵＣＲ受入地に搬入する場合の注意点等について（お知らせ） 

 
建設発生土をＵＣＲ受入地の「横浜鈴繁埠頭」、「大磯町大磯港」及び「横須

賀市久里浜港」に搬入する場合には、最終処分地の所在地で適用される「土砂

の埋め立て条例」に基づく許可申請をＵＣＲ（ＵＣＲと協定を締結した業者）

が行っていますが、最近、この手続きに時間を要する案件が出ていますので、

参考までに、注意点等をお知らせいたします。  
 

〇地質分析方法の確認 

・地質分析項目や試料採取方法は、各受入地で異なり、また、年度途中で変

更となることもあるので、地質分析の試料採取を行う前に、必ず、事前に

ＵＣＲホームページ、ＵＣＲ受入地利用案内等で地質分析方法の確認をお

願いします。  
※ＵＣＲホームページ（http://www.ucr.co.jp ） 

 ＵＣＲ受入地利用案内も掲載されています。  
 

〇試料採取 

「揮発性物質」（遮光性ガラス瓶）と「揮発性物質を除く地質分析試験項目」

（チャック袋）の２試料を採取しますが、混合方法が受入地で異なります。  
・「横浜鈴繁埠頭」 

「揮発性物質」、「揮発性物質を除く地質分析試験項目」ともに５地点を混

合します。  
・「横須賀市久里浜港」 

  「揮発性物質を除く地質分析試験項目」は５地点を混合しますが、「揮発性

物質」は１点で採取し、５地点で試料採取をしません。  
 

事例：「横須賀市久里浜港」の案件で、試料採取の写真に、５地点で「遮光性

ガラス瓶」が撮影されていて、混合した可能性があると推測された。 
 

〇土砂の土量計算書 

・試料採取地点（写真など）が、搬入土砂の対象となっているか、よく確認

してください。 

 

事例：設計では掘削深さが GL-0.3 であるが、試料採取地点が写真だと GL-0.5

となっていて、掘削土砂の対象外となっている。 

 

〇申込手続き期間の確保 

 ・発券までには、申請書の確認、搬出先の自治体の許可等、申込み手続きに

一ヶ月程度を要するため、処理期間を見越した申込みを行って下さい。  

（対象受入地） 

ＵＣＲ横浜鈴繁埠頭・横須賀市久里浜港 

http://www.ucr.co.jp

